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第一部 【企業情報】 

  

第１ 【企業の概況】 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】 
  

  
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

４．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）等を適用し、当第１四半期連結

累計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としておりま

す。 

  

２ 【事業の内容】 

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

  

回次 
第89期 

第１四半期 
連結累計期間 

第90期 
第１四半期 
連結累計期間 

第89期 

会計期間 
自  平成26年４月１日
至  平成26年６月30日

自  平成27年４月１日 
至  平成27年６月30日 

自  平成26年４月１日
至  平成27年３月31日

売上高 (百万円) 10,517 9,775 46,019 

経常利益 (百万円) 650 243 2,711 

親会社株主に帰属する四半期 
(当期)純利益 

(百万円) 361 72 1,860 

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 332 352 3,605 

純資産額 (百万円) 18,423 21,996 21,696 

総資産額 (百万円) 51,549 53,971 54,054 

１株当たり四半期(当期) 
純利益金額 

(円) 1.87 0.38 9.62 

潜在株式調整後１株当たり 
四半期(当期)純利益金額 

(円) ― ― ― 

自己資本比率 (％) 34.5 39.4 38.7 
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第２ 【事業の状況】 

  

１ 【事業等のリスク】 

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

  

２ 【経営上の重要な契約等】 

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

(1) 業績の状況 

当第１四半期連結累計期間の世界経済は、雇用環境の改善による堅調な個人消費に支えられた米国経済の牽引に

より、緩やかな拡大を続けているものの、原油価格及び自国通貨の下落による資源国経済の低迷や中国経済の減

速、欧州におけるギリシャ問題などにより、先行き不透明感が広がりました。一方でわが国経済は、政府による経

済政策の実施や日銀の金融緩和のもと、円安による企業収益の回復や雇用・所得環境の改善などにより緩やかな回

復基調を辿っております。 

 こうした中、当社グループは、各事業・各市場の経済環境やニーズに対応しながら積極的な営業活動を展開いた

しました。しかし、ロシア及び新興国を中心に家庭用ミシンの販売が伸び悩んだことなどから、当第１四半期の総

売上高は9,775百万円（前年同期比7.1％減）、営業利益は184百万円（前年同期比73.4％減）、経常利益は243百万

円（前年同期比62.6％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は72百万円（前年同期比79.9％減）となりまし

た。 

  

 セグメント別の概要は、次のとおりであります。 

  

＜家庭用機器事業＞ 

 家庭用機器事業におきましては、国内外での需要喚起に注力し、北米では堅調に推移したものの、資源国及び新

興国での現地通貨安と消費低迷の影響もあり、家庭用ミシン販売台数は35万台（前年同期比10万台減）、売上高は

7,567百万円（前年同期比7.5％減）、営業利益は117百万円（前年同期比75.4％減）となりました。 

  

＜産業機器事業＞ 

 産業機器事業におきましては、卓上ロボットはスマートフォン等の携帯端末機器関連企業向け、エレクトロプレ

スは自動車部品業界向けを中心に販売の拡大を図りました。また、ダイカスト鋳造関連では、技術力が評価され自

動車部品関連に加え精密機器・産業機器部品の受注も増加いたしました。 

 しかしながら、市場での競争激化の影響などにより、産業機器事業の売上高は1,553百万円（前年同期比6.2％

減）、営業利益は68百万円（前年同期比69.7％減）となりました。 

  
＜その他事業＞ 

 ITソフトウェア・情報処理サービス、24時間風呂の据付・メンテナンスサービス、不動産賃貸収入を加えたその

他事業の売上高は654百万円（前年同期比3.7％減）となり、営業損失は９百万円（前年同期は14百万円の損失）と

なりました。 
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財政の状態は、次のとおりであります。 

  

当第１四半期末の総資産は53,971百万円（前連結会計年度末比83百万円減）となりました。 

資産の部では、流動資産が現金及び預金、受取手形及び売掛金の減少、商品及び製品の増加等により23,817百万

円（前連結会計年度末比259百万円増）となりました。固定資産は投資有価証券の減少等により30,154百万円（前連

結会計年度末比342百万円減）となりました。 

負債の部は、流動負債が支払手形及び買掛金の増加、短期借入金の減少等により19,862百万円（前連結会計年度

末比415百万円減）となり、固定負債は退職給付に係る負債の増加により12,111百万円（前連結会計年度末比31百万

円増）となりました。 

純資産の部は、為替換算調整勘定等の増加により21,996百万円（前連結会計年度末比300百万円増）となりまし

た。  

  

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配するものの在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項)は次のとおりであります。 

①  基本方針の内容の概要 

当社は、公開会社である当社の株券等については、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、

当社の株券等に対する大量買付行為があった場合、これに応じるか否かの判断は、 終的には当社の株主の皆様

の判断に委ねられるべきものであると考えます。 

しかしながら、近時わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、一方的に大量買

付行為を強行する動きが顕在化しております。こうした大量買付行為の中には、対象会社の企業価値及び会社の

利益ひいては株主共同の利益に資さないものも想定されます。 

当社といたしましては、このような当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益の向上に資さない

大量買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては不適切であると考えており、

このような者が現れた場合には、必要かつ相当な対抗手段を講じることが必要であると考えます。 

  

②  基本方針の実現に資する特別な取組みの内容の概要 

当社取締役会は、下記の取組みは、下記イ)記載の当社の企業価値の源泉を十分に理解した上で策定されてお

り、当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を中長期的に向上するべく十分に検討されたもので

あることから、上記の基本方針に沿うものであり、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また当社役員

の地位の維持を目的とするものでもないと考えております。 

  

イ) 企業価値向上に資する取組み 

当社は大正10年に創業し、日本国内で初めてミシンの国産化を成し遂げて以来、「世界の人々の豊かで創造

的な生活の向上を目指す」「常に価値ある商品とサービスの提供を通じて社会、文化の向上に貢献する」とい

う企業理念に基づき、企業価値の向上に取り組んでおります。 

昭和39年には蛇の目ミシン技術研究所を設立、昭和54年には国産初のコンピュータミシンを発売したのをは

じめ、常に家庭用ミシン業界のリーダー的存在として、製品開発力、技術力を生かした新製品を提供してまい

りました。さらに平成２年には24時間風呂「湯名人」シリーズを発売、優れた技術と製品の利便性の高さか

ら、お客様の支持を得て、同市場では高いシェアを維持しております。さらに家庭用ミシンの生産で培った先

進技術をベースに、「卓上ロボット」「エレクトロプレス」などの産業用機器を開発、携帯電話等の情報端末

機器や自動車関連企業など生産現場の省力化と高度な品質管理が求められる企業に向けて、積極的に販売活動

を展開しております。企業の生産拠点が海外へシフトしている状況に対応すべく、各拠点の販売・サービス体

制の拡充にも注力しております。 

当社グループの企業価値の源泉は①技術力と経験、②マーケティングと開発力、③ブランド、④販売力、⑤

人材等にあると考えています。 

具体的には、第一に、90年以上の歴史を通じて蓄積してまいりました技術と経験を生かして、多くの製品群
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を提供、第二に、世界各地域の市場から効率的なマーケティングにより得た情報を活かした魅力的な製品の

開発、第三に、90年以上にわたる歴史と高い技術力に支えられた家庭用ミシン・産業機器における「JANOME」

ブランド、第四に、直営支店・代理店・量販店等を通じた堅固な国内販売網と販売子会社・現地代理店等の海

外販売網、第五に、これまで述べました「技術・経験」、「開発力」、「ブランド」、「販売力」を具体的に

担う人材群です。 

当社は引き続きグローバルシェア拡大を図るとともに、お客様をはじめ株主の皆様にとってかけがえのない

企業を目指し、企業価値の向上に努めてまいります。 

  

ロ) 中期的な経営課題への取組み 

世界経済が目まぐるしく変化する近時、当社グループは、企業価値を安定的かつ持続的に向上させていくた

め、中期経営計画に基づいて、収益力の高いグローバル企業を目指し、引き続き次の基本方針を掲げ取り組ん

でまいります。 

①  成長が期待できる事業・市場へ経営資源を重点注力 

ミシン事業は成長の要となる海外市場に重点を置き、産業機器事業とあわせ、両事業部門に経営資源を

投入してまいります。 

②  製造コスト、販売・管理コスト削減による収益基盤の再強化 

グローバルな競争の激化が想定される中、海外生産拠点を中心として、一層のコストダウンに取り組ん

でまいります。また、部門間の重複業務の削減、不要業務の廃止などにより販売・管理コストの削減を推

進いたします。 

③  開発力の強化、スピードアップの追求 

開発方針を明確化し、開発テーマの絞込み、製品のシリーズ化、部品の共用化を推進するなど効率的な

開発体制を構築いたします。 

  

ハ) コーポレート・ガバナンス体制の徹底 

当社及び当社グループでは、企業の社会的責任を果たすにはコーポレート・ガバナンスの充実が不可欠であ

るとの認識のもと、各ステークホルダー(利害関係者)の皆様と健全で良好な関係を維持しつつ、業務の適正

化、財務報告の信頼性を確保する体制を構築しています。 

取締役会においては、経営に関わる重要事項の決定と取締役の職務執行状況の監督を行っております。取締

役会の下には、常務会を置き、重要事項について審議するとともに、特に重大な案件につきましては取締役会

に上程し意思決定しております。各部門における諸課題につきましては、執行役員以上をメンバーとする経営

戦略会議において、十分な検討・協議等を行っております。また、グループ全体の経営の適正化をより推進す

るため、国内グループ各社の社長会を定期的に開催し、グループ各社の業務執行に関する報告、情報交換を行

い、コンプライアンス経営についての意思統一を図っております。また、海外グループ各社につきましては、

定期的に国際会議を開催し、重要情報の報告と共有化を通じて業務の適正化を図っております。なお、重要な

事象が発生した場合には、蛇の目ミシン関係会社管理規定に基づき、速やかに当社へ報告を行うよう義務づけ

ております。 

監査役監査につきましては、監査役３名のうち２名を当社と利害関係を持たない独立性の高い社外監査役で

構成しております。１名は公認会計士、もう１名は弁護士を選任しており、監査役会等を通じて、厳正な監査

を行っております。また、監査役、内部監査室及び会計監査人は、適時、相互連絡を行い、情報の共有化・連

携を図っております。 

その他、コンプライアンス委員会、PL(製造物責任)委員会、内部通報委員会、個人情報管理委員会、リスク

管理委員会を設置し、充実したコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。 

  

③  基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組みの内容の概要 

イ) 企業価値の向上及び会社の利益ひいては株主共同の利益の実現 

当社は、大量買付行為(下記ロ)で定義されます。)が行われた場合、当該大量買付行為が当社の企業価値の向

上及び会社の利益ひいては株主共同の利益の実現に資するものであるか否か、株主の皆様に適切に判断してい
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ただき、提案に応じるか否かを決定していただくためには、大量買付者(下記ロ)で定義されます。)及び当社

取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供され、検討のための十分な期間が確保されることが不可欠であ

ると考えます。また、当社は、当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益の確保又は向上の観点

から大量買付行為の条件・方法を変更・改善させる必要があると判断する場合には、大量買付行為の条件・方

法について、大量買付者と交渉するとともに、代替案の提案等を行う必要もあると考えておりますので、その

ために必要な時間も十分に確保されるべきであります。 

当社取締役会は、このような考え方に立ち、平成25年５月10日開催の取締役会において、当社株券等の大量

買付行為への対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」といいます。)の導入を決定し、平成25年６月21日開催の

当社第87回定時株主総会にて、本プランの導入は、株主の皆様より承認、可決されました。本プランは、大量

買付者に対し、本プランの遵守を求めるとともに、大量買付者が本プランを遵守しない場合、ならびに大量買

付行為が当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合

の対抗措置を定めています。 

  

ロ) 本プランの対象となる行為 

本プランの対象となる行為は、概ね、当社株券等の20％以上の買付けその他の有償の譲受け又はこれらに類

似する行為(以下「大量買付行為」といいます。)であり、本プランは、大量買付行為が行われる場合に、大量

買付行為を行い又は行おうとする者(以下「大量買付者」といいます。)に対し、事前に株主の皆様及び当社取

締役会による当該大量買付行為の内容の検討に必要な情報の提供を求め、かつ、株主の皆様及び当社取締役会

による当該大量買付行為についての情報の収集及び検討のために必要な一定の期間を確保した上で、必要に応

じて、大量買付者との間で大量買付行為に関する条件・方法について交渉し、また、当社取締役会として、株

主の皆様に代替案を提示するなどの対応を行うための手続を定めております。 

  

ハ) 対抗措置の概要 

本プランは、大量買付者が大量買付行為を行うに当たり、所定の手続に従うことを要請するとともに、かか

る手続に従わない大量買付行為がなされる場合や、かかる手続に従った場合であっても当該大量買付行為が当

社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合には、かか

る大量買付行為に対する対抗措置として、原則として新株予約権を株主の皆様に無償で割り当てるものです。 

本プランに従って割り当てられる新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)には、①大量買付者及び

その関係者による行使を禁止する行使条件や、②当社が本新株予約権の取得と引換えに大量買付者及びその関

係者以外の株主の皆様に当社株式を交付する取得条項等を付すことが予定されております。 

本新株予約権の無償割当てが実施された場合、かかる行使条件や取得条項により、当該大量買付者及びその

関係者の有する議決権の当社の総議決権に占める割合は、大幅に希釈化される可能性があります。 

  

ニ) 独立委員会の設置 

本プランに定めるルールに従って一連の手続が遂行されたか否か、ならびに、本プランに定めるルールが遵

守された場合に当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を確保し又は向上させるために必要か

つ相当と考えられる一定の対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が 終的な判断を行いますが、

その判断の合理性及び公正性を担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会

を設置することとします。独立委員会の委員は、３名以上５名以下とし、社外取締役、社外監査役、弁護士、

税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者及び他社の取締役又は執行役として経験の

ある社外者等の中から当社取締役会が選任するものとします。 
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ホ) 株主総会の開催 

大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行い又は行おうとする場合には、当社取締役会

は、独立委員会の勧告を 大限尊重した上で、大量買付行為に対する対抗措置発動の是非を決議することを原

則としますが、大量買付者による大量買付行為の内容、時間的猶予等諸般の事情を考慮の上、法令及び当社取

締役の善管注意義務等に鑑みて、独立委員会に対する諮問に加え、株主の皆様の意思を直接確認することが実

務上適切と判断するときは、当社取締役会は、株主総会を招集し、対抗措置の発動に関する株主の皆様の意思

を確認することができるものとします。また、当社取締役会は、株主総会が開催された場合、対抗措置の発動

に関して、当該株主総会における株主の皆様の判断に従うものとします。 

  

ヘ) 情報開示 

当社は、本プランに基づく手続を進めるに当たって、大量買付行為があった事実、大量買付者から大量買付

行為の内容の検討に必要な情報が提供された事実、独立委員会の判断の概要、株主総会開催の決定・株主総会

決議の概要、対抗措置の発動又は不発動の決定の概要、対抗措置の発動に関する事項その他の事項について、

適時かつ適切に株主の皆様に情報開示を行います。 

  

④  本プランの合理性(本プランが基本方針に沿い、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位

の維持を目的とするものではないこと及びその理由) 

当社取締役会は、以下の理由により、本プランが、上記の基本方針に沿うものであり、当社株主の共同の利益

を損なうものではなく、また当社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えております。 

イ) 買収防衛策に関する指針の要件等を完全に充足していること 

ロ) 企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益の確保又は向上を目的として導入されていること 

ハ) 株主意思を重視するものであること 

ニ) 独立性の高い社外者の判断を重視していること 

ホ) 合理的な客観的要件を設定していること 

ヘ) 独立した地位にある第三者専門家の助言を取得できること 

ト) デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと 

  

なお、買収防衛策の詳細につきましては、当社のホームページ(http://www.janome.co.jp)をご参照ください。

  

(3) 研究開発活動 

当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、365百万円であります。なお、当第１

四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 
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第３ 【提出会社の状況】 

  

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

(注) 平成27年６月19日開催の第89回定時株主総会において、当社普通株式について、10株を１株の割合で併合する

旨、及び株式併合の効力発生日(平成27年10月１日)をもって、発行可能株式総数を450,000,000株から45,000,000

株に変更する旨の定款変更が承認可決されております。 

  

② 【発行済株式】 

  

(注) 平成27年６月19日開催の第89回定時株主総会において、株式併合の効力発生日(平成27年10月１日)をもって、単

元株式数を1,000株から100株に変更する旨の定款変更が承認可決されております。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

  

(6) 【大株主の状況】 

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 450,000,000 

計 450,000,000 
 

種類 
第１四半期会計期間末 

現在発行数(株) 
(平成27年６月30日) 

提出日現在発行数(株)
(平成27年８月10日) 

上場金融商品取引所 
名又は登録認可金融 
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 195,214,448 195,214,448 
東京証券取引所 
(市場第一部) 

単元株式数 
1,000株 

計 195,214,448 195,214,448 ― ― 
 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式 
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
(百万円) 

資本金残高 
(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金 
残高 

(百万円) 

平成27年４月１日～  
平成27年６月30日 

― 195,214 ― 11,372 ― 823 
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(7) 【議決権の状況】 

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(平成27年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。 

  

① 【発行済株式】 

(注)  「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が25,000株(議決権個数25個)含

まれております。 

  

② 【自己株式等】 

  

２ 【役員の状況】 

該当事項はありません。 

  

 

      平成27年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式   1,894,000 

― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式   193,181,000 193,181 ― 

単元未満株式 普通株式     139,448 ― ― 

発行済株式総数 195,214,448 ― ― 

総株主の議決権 ― 193,181 ― 
 

    平成27年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有 
株式数(株) 

他人名義所有
株式数(株) 

所有株式数 
の合計(株) 

発行済株式総数に 
対する所有株式数 
の割合(％) 

(自己保有株式) 
蛇の目ミシン工業株式会社 

東京都八王子市 
狭間町1463番地 

1,894,000 ― 1,894,000 0.97 

計 ― 1,894,000 ― 1,894,000 0.97 
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第４ 【経理の状況】 

  

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成27年４月１日から平成

27年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年６月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。 
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１ 【四半期連結財務諸表】 

(1) 【四半期連結貸借対照表】 

  

                      (単位：百万円) 

                    
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成27年６月30日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 6,692 6,353 

    受取手形及び売掛金 7,644 7,159 

    商品及び製品 4,894 5,753 

    仕掛品 482 662 

    原材料及び貯蔵品 2,628 2,738 

    その他 1,380 1,316 

    貸倒引当金 △164 △167 

    流動資産合計 23,557 23,817 

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物（純額） 6,831 6,782 

      土地 14,785 14,794 

      その他（純額） 2,953 2,928 

      有形固定資産合計 24,570 24,505 

    無形固定資産     

      のれん 216 180 

      その他 1,847 1,838 

      無形固定資産合計 2,064 2,018 

    投資その他の資産 ※  3,861 ※  3,630 

    固定資産合計 30,496 30,154 

  資産合計 54,054 53,971 
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                      (単位：百万円) 

                    
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成27年６月30日) 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 3,140 3,432 

    短期借入金 13,232 12,741 

    未払法人税等 398 176 

    賞与引当金 491 284 

    事業再編引当金 86 85 

    その他 2,929 3,143 

    流動負債合計 20,278 19,862 

  固定負債     

    長期借入金 2,203 2,203 

    再評価に係る繰延税金負債 3,683 3,683 

    退職給付に係る負債 5,418 5,473 

    その他 773 751 

    固定負債合計 12,079 12,111 

  負債合計 32,358 31,974 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 11,372 11,372 

    資本剰余金 823 823 

    利益剰余金 2,077 2,129 

    自己株式 △325 △325 

    株主資本合計 13,948 14,000 

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 238 244 

    繰延ヘッジ損益 △0 △0 

    土地再評価差額金 6,355 6,355 

    為替換算調整勘定 798 1,041 

    退職給付に係る調整累計額 △398 △374 

    その他の包括利益累計額合計 6,993 7,266 

  非支配株主持分 754 729 

  純資産合計 21,696 21,996 

負債純資産合計 54,054 53,971 
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 

【四半期連結損益計算書】 

【第１四半期連結累計期間】 

                      (単位：百万円) 

                    前第１四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年６月30日) 

売上高 10,517 9,775 

売上原価 6,310 5,792 

売上総利益 4,207 3,982 

販売費及び一般管理費 3,514 3,797 

営業利益 693 184 

営業外収益     

  受取利息 6 9 

  受取配当金 28 25 

  為替差益 － 60 

  受取保険金 28 － 

  その他 21 31 

  営業外収益合計 84 127 

営業外費用     

  支払利息 62 55 

  為替差損 24 － 

  その他 39 13 

  営業外費用合計 126 68 

経常利益 650 243 

特別利益     

  固定資産売却益 2 0 

  特別利益合計 2 0 

特別損失     

  固定資産除売却損 3 2 

  特別損失合計 3 2 

税金等調整前四半期純利益 649 241 

法人税、住民税及び事業税 184 124 

法人税等調整額 91 27 

法人税等合計 275 151 

四半期純利益 373 89 

非支配株主に帰属する四半期純利益 11 16 

親会社株主に帰属する四半期純利益 361 72 
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【四半期連結包括利益計算書】 

【第１四半期連結累計期間】 

  

                      (単位：百万円) 

                    前第１四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年６月30日) 

四半期純利益 373 89 

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 △19 5 

  繰延ヘッジ損益 △0 △0 

  為替換算調整勘定 △80 232 

  退職給付に係る調整額 58 24 

  その他の包括利益合計 △40 263 

四半期包括利益 332 352 

（内訳）     

  親会社株主に係る四半期包括利益 331 346 

  非支配株主に係る四半期包括利益 1 6 
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【注記事項】 

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更) 

 （連結の範囲の重要な変更） 

 当第１四半期連結会計期間より、重要性が増したジャノメブラジル有限会社を連結の範囲に含めております。 

  

(会計方針の変更等) 

 （会計方針の変更） 

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及び

「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）

等を、当第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を

資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしま

した。また、当第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取

得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いた

します。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っておりま

す。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸

表及び連結財務諸表の組替えを行っております。 

 企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及び事

業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、当第１四半期連結会計期間の期首時点から

将来にわたって適用しております。 

 なお、当第１四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。 

  
(四半期連結貸借対照表関係) 

※  資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額 

  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次の

とおりであります。 

  

  
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成27年６月30日) 

投資その他の資産 △43百万円 △43百万円 
 

  
前第１四半期連結累計期間 
(自  平成26年４月１日 
至  平成26年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自  平成27年４月１日 
至  平成27年６月30日) 

減価償却費 278百万円 380百万円 

のれんの償却額 36 36 
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(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成26年４月１日  至  平成26年６月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(注)  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ITソフトウェア・情報処理サービ

ス、不動産賃貸等を含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項) 

  

  

        (単位：百万円) 

  

報告セグメント 
その他 

(注) 
合計 

家庭用機器 産業機器 計 

売上高           

  外部顧客への売上高 8,180 1,656 9,837 679 10,517 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

9 221 231 215 446 

計 8,190 1,878 10,068 895 10,963 

セグメント利益 478 226 704 △14 689 
 

  (単位：百万円) 

利益 金額 

報告セグメント計 704 

「その他」の区分の損失（△） △14 

セグメント間取引消去 3 

四半期連結損益計算書の営業利益 693 
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Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成27年４月１日  至  平成27年６月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(注)  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ITソフトウェア・情報処理サービ

ス、不動産賃貸等を含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項) 

  

 

        (単位：百万円) 

  

報告セグメント 
その他 

(注) 
合計 

家庭用機器 産業機器 計 

売上高           

  外部顧客への売上高 7,567 1,553 9,120 654 9,775 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

8 189 197 221 418 

計 7,575 1,742 9,318 875 10,193 

セグメント利益 117 68 186 △9 176 
 

  (単位：百万円) 

利益 金額 

報告セグメント計 186 

「その他」の区分の損失（△） △9 

セグメント間取引消去 8 

四半期連結損益計算書の営業利益 184 
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(１株当たり情報) 

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

２ 【その他】 

該当事項はありません。 

  

 

  
前第１四半期連結累計期間
(自  平成26年４月１日 
至  平成26年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間
(自  平成27年４月１日 
至  平成27年６月30日) 

１株当たり四半期純利益金額 1円87銭 0円38銭 

(算定上の基礎)    

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) 361 72 

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― 

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金
額(百万円) 

361 72 

普通株式の期中平均株式数(千株) 193,320 193,319 
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

  

該当事項はありません。 
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独立監査人の四半期レビュー報告書 
  

平成27年８月10日

蛇の目ミシン工業株式会社 

取締役会  御中 

  

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている蛇の目ミシン工

業株式会社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成27年４月１日

から平成27年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年６月30日まで)に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について

四半期レビューを行った。 

  

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。 

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  

監査人の結論 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、蛇の目ミシン工業株式会社及び連結子会社の平成27年６月30日現

在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項

がすべての重要な点において認められなかった。 

  

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

  

  

新日本有限責任監査法人 
 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士    湯    浅    信    好    印 
 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士    吉    岡    昌    樹    印 
 

  

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。 

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 
 



【表紙】   

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成27年８月10日 

【会社名】 蛇の目ミシン工業株式会社 

【英訳名】 JANOME SEWING MACHINE CO., LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  大場 道夫 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 東京都八王子市狭間町1463番地 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 
 



１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】 

当社代表取締役社長 大場道夫は、当社の第90期第１四半期（自  平成27年４月１日  至  平成27年６月30日）の

四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

  

２ 【特記事項】 

特記すべき事項はありません。 
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